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２．中心市街地の位置及び区域 

[1] 位置 

位置設定の考え方 

本市の中心市街地は、市域のほぼ中央部やや北側で、地区内にＪＲ及び近鉄、県

道鳥羽松阪線など主要交通網が走り、伊勢市駅及び宇治山田駅周辺から中心商店街

を含み小売商業の店舗や事業所などの商業業務機能、行政機能などが集積する区域

を設定する。 

 

〈位置図〉 
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[2] 区域 

(1) 区域の設定の考え方 

中心市街地活性化の施策の柱を踏まえ、都市機能の増進及び経済活力の向上を総

合的かつ一体的に推進するために、旧法計画の計画区域をベースとして新計画区域

を設定する。 

 

図 中心市街地活性化の区域（旧法計画区域と新計画区域） 



60 
 

(2) エリア設定の考え方 

旧法計画の中心市街地区域面積は約 165haであり、前項からの検証をふまえると、

「歩いて暮らせるまち」の実現とあわせて、効果的かつ持続的な投資の集中の観点

からも、区域の絞り込みが必須であると想定される。一方で、中心市街地として

必要な区域は、商機能、公共公益機能、住機能などの主要となる機能の位置づけ

やまちの成り立ち等とも関連する。 

区域の設定にあたっては、まちの成り立ち等により存在する複数のエリアを

個々にテーマを持つ区域ととらえ、これらがネットワークするイメージを本市中

心市街地活性化の区域のあり方の基本とする。 

これらを総合的に判断し、本市の中心市街地は、多様な都市機能が集積する複

数のエリアを含めた約 153ha と設定した。 

 

(3) エリア設定 

① 中心市街地にみられる特徴のある地区の存在 

伊勢市駅前から外宮参道にかけては、第 62 回式年遷宮を契機として、平成 24 年

のせんぐう館開館とも合わせ、伊勢市駅南側広場等の整備や外宮参道での空き地や

空き店舗の活用などの相乗効果により、歩行者通行量が平成 24 年から平成 25 年に

かけては大きく増加し、２核１モールのにぎわい創出に至っている。 

宇治山田駅周辺では、駅前広場や歩道等が整備され、沿道では、伊勢市観光文化

会館のリニューアルや歴史性に配慮した店舗の修景整備もみられるなど、良好な都

市景観の形成が進んでいる。 

中心商店街では、空き店舗の活用による市民の憩いの場の創出やテナントの誘致、

チャレンジショップの受け入れ、また産直施設の常設など、地域住民の暮らしを支

える環境の創出がなされつつある。 

また、伊勢市駅北口周辺ではビジネスホテルが整備されており、周縁部では、東

洋紡績跡地への大規模小売店舗ミタス伊勢の出店、伊勢赤十字病院の移転などが行

われた。また、これに伴う都市基盤の整備、中高層共同住宅の建設、住宅の更新な

ども進み、利便性の高い地区となっている。 

河崎地区では、地区の歴史性を活かしたまちなみの形成や交流拠点の一層の充実

などを進めている。 

このように、本市の中心市街地においては、まちの成り立ち等の違いにより、様々

な特徴のある地区が存在する。 

 

② 中心市街地活性化に向けたエリアの設定 

前項のように、個々の地区では、まちの成り立ち等に特徴があり、旧法計画の総

括でも述べたように各々の事業に対して、中心市街地活性化に係る一定の効果が出

ている状況もうかがえるが、中心市街地全体としてとらえると活性化しているとは

言い難い状況もみられる。 

そこで、中心市街地の活性化に向け、「伊勢市駅前・外宮参道周辺」、「宇治山田

駅周辺」、「中心商店街周辺」、「伊勢市駅北口周辺」、「河崎周辺」の５つのエリアを

設定するとともに、エリアの特性をふまえたテーマを個々に設定し、中心市街地全
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体に波及効果を及ぼすような手法により、中心市街地の活性化につなげていくもの

とする。 

エリアとエリア別テーマの設定は次のとおりする。 

 

図 エリアとエリア別テーマの設定 

エリア別テーマ設定を行い、事業を実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・歴史的資源を活かしたまちづ

くり 

・都市基盤を活用した快適な 

暮らしづくり 

・日々の安心な居住環境づくり 

・暮らしを支える便利で快適な 

商店街づくり 

・伊勢志摩への広域的な 

玄関口としてのにぎわいづくり 

・神宮参拝の玄関口としての 

にぎわいある観光まちづくり 

エリア エリア別テーマ 

伊勢市駅 

北口周辺 

河崎周辺 

中心商店街 

周辺 

宇治山田駅 

周辺 

伊勢市駅前・ 

外宮参道周辺 

中
心
市
街
地
活
性
化
の
区
域 

エ
リ
ア
の
特
性
を
引
き
出
し
、
個
性
と
し
て
伸
張
さ
せ
る
こ
と
で
、 

中
心
市
街
地
全
体
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る 



62 
 

図 中心市街地活性化の区域とエリア設定 
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[3] 中心市街地要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

(1) 第１号要件 

当 該 市 街 地

に、相当数の小

売商業者が集積

し、及び都市機

能が相当程度集

積しており、そ

の存在している

市町村の中心と

しての役割を果

たしている市街

地であること 

ア．伊勢市における商業の中心 

中心市街地(約153ha)は、市全体(20,835ha)の約0.7%であるが、

中心市街地及びその周辺には１０もの商店街があり、商業機能と

しては以下のとおり集積している。 

 

 伊勢市 中心市街地 シェア(%) 

小売販売額(万円) 13,459,800 1,270,600 9.4 

店舗数(人) 1,991 494 24.8 

従業員数(人) 13,226 1,952 14.8 

 

 

イ．公共公益施設の集中 

 区域内には伊勢市役所本庁、税務署、法務局、裁判所などの官

公庁施設をはじめ、伊勢市観光文化会館や市民活動センターなど

の文化施設も立地しており、都市機能が集中している。 

 

 施設名称 

主要な公共施設 

伊勢市役所本庁、伊勢税務署、津地

方法務局伊勢支局、ハローワーク伊

勢、津地方裁判所伊勢支部、津家庭

裁判所伊勢支部、伊勢簡易裁判所、

伊勢拘置支所 

文化施設 
伊勢市観光文化会館、いせ市民活動

センター、伊勢河崎商人館 

教育・福祉施設 

市立厚生小学校、市立保育所きらら

館、市立明倫保育所、伊勢市子育て

支援センター 

 

ウ．公共交通の拠点 

伊勢市内で最も乗降者の多い近鉄宇治山田駅とそれに次ぐ近

鉄伊勢市駅を区域に含んでいる。また、それぞれの駅を軸にバス

路線網が整備されており、通勤・通学及び移動の中心となり、市

内の公共交通の要となっている。 

 

 

 

 

 

資料：経済センサス(平成 24 年) 
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(2) 第２号要件 

当該市街地の

土地利用及び商

業活動の状況等

からみて、機能

的な都市活動の

確保又は経済活

力の維持に支障

を生じ、又は生

ずるおそれがあ

ると認められる

市街地であるこ

と 

ア．人口の減少 

 伊勢市全体と比較しても、中心市街地内の人口は減少率も大き

く、平成11年から平成26年にかけて2割以上減少している。 

 

人口の推移 

 
H11年度 H18年度 H26年度 

増減率 

(H26/H11) 

伊勢市全体(人) 137,319 134,373 127,584 ▲7.1％ 

中心市街地内(人) 10,163 9,246 8,077 ▲20.5％ 

 

 

世帯の推移 

 
H11年度 H18年度 H26年度 

増減率 

(H26/H11) 

伊勢市全体 47,258 49,561 50,232 6.3％ 

中心市街地内 4,123 3,948 3,573 ▲13.3％ 

 

 

イ．高齢化の進行 

中心市街地の高齢化率は38.5％で、伊勢市全体の26.0％の約1.5

倍となっている。中心市街地の高齢化の進行も顕著に現れており、

地域コミュニティの維持が困難になる恐れがある。  

 

高齢化率（65歳以上の割合）の推移 

 
Ｈ12年度 Ｈ17年度 Ｈ22年度 

増減 

(H22-12) 

伊勢市全体(％) 20.3 23.6 26.0 5.7％ 

中心市街地内(％) 30.7 35.6 38.5 7.8％ 

 

ウ． 小売業（H14～H19）及び卸小売業（H21～H24）の衰退 

 店舗数、小売販売額、従業者数のいずれもH14からH19にかけて

減少している。H21年以降は卸売業も含んでいるため、値としては

増加しているものの、H24年にかけても下降している。 

 小売業 

（商業統計調査） 

卸小売業 

（経済センサス） 
増減率 

（H24/H21） 
H14年 H16年 H19年 H21年 H24年 

店舗数(店) 420 399 362 566 494 ▲12.7％ 

小売販売額(百万円) 14,110 13,302 12,040 － 12,706 ▲10.0％ 

従業者数(人) 1,298 1,248 1,130 2,338 1,952 ▲16.5％ 

 

資料：伊勢市情報調査室(各年10月1日現在) 

平成17年以前は合併前の旧市町村の合計 

資料：伊勢市情報調査室(各年10月1日現在) 

平成17年以前は合併前の旧市町村の合計 

資料：国勢調査（各調査年） 

 

※小売販売額については、各年とも小売業のみの値であり、増減率は（H24/H14） 
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エ．地価の下落  

 区域内の地価については、一部では上昇しているものの、平成

12年と比べるといずれも大幅に下落している。 

住 所 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ26・27 

常磐1丁目1160番 100,000 74,500 67,600 57,000 

本町426番2 440,000 137,000 115,000 132,000 

河崎1丁目79番 138,000 92,000 80,500 73,500 

一之木2丁目2280番 234,000 83,300 65,800 59,000 

岩渕1丁目712番 201,000 111,000 88,500 77,800 

大世古2丁目1147番 163,000 81,500 72,500 65,400 

 

 

オ．空き店舗数の推移 

 平成11年の旧法計画策定後は閉店率の悪化に一時的に歯止めが

かかったが、平成16年以降は上昇と微減を繰り返しており、解決

には至っていない。 

 

中心市街地内の 5 商店街の推移 

 

カ．歩行者通行量の減少 

 平成 26 年及び平成 27 年は式年遷宮の効果とその余波により高

い値を示しているが、平成 11 年から平成 23 年にかけては半減し

ており、今回も過去の式年遷宮と同様の傾向が予想されるため、

歩行者数においても改善されているとは言い難い状況である。 

 

 

 

 

 

(単位：円) 資料：地価公示、地価調査 

資料：商工労政課 

　 （単位 ： 人/日）

調査年月日 H11.5 H12.4 H13.4 H14.4 H15.4 H16.4 H21.2 Ｈ22.2 Ｈ23.2 Ｈ26.1 Ｈ27.3

各商店街調査
17地点 合計

29,064 33,053 29,072 22,467 19,006 17,640 16,786 14,273 13,241 31,099 21,634

※　調査時間　　午前９時　～　午後６時
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要 件 説 明 

(3) 第３号要件 

当該市街地に

おける都市機能

の増進及び経済

活力の向上と総

合的かつ一体的

に推進すること

が、当該市街地

の存在する市町

村及びその周辺

の地域の発展に

とって有効かつ

適切であると認

められること 

ア．総合計画における位置づけ 

第2次伊勢市総合計画では、「市民が一体となって自らのまちを

考え、その意思を政策に反映させることで、地方分権時代にふさ

わしい競争力を持った地域づくりの戦略を形成する。そして、そ

の戦略を市民と行政が協働して実行することによって、生き生き

としたまちを実現する」を基本理念とし、次の3つを方針に掲げて

いる。 

① 私たちの力で新しいまちづくりの風を起こす 

② 原点に立ち帰りながら新たに生まれ変わり続ける 

③ 豊穣のこの地を子孫に引き継ぐ 

 

中心市街地については伊勢市駅前周辺地区を中心とした拠点整

備を推進することにより、活力ある中心市街地の創出に向けた取

組を進めることを方針としている。 

 

イ．都市マスタープランにおける位置づけ 

伊勢市都市マスタープラン全体構想では、伊勢市の玄関口であ

り公共交通の拠点である伊勢市駅周辺、宇治山田駅周辺を、高密

度な商業・業務、文化、観光サービスなど多様な都市機能を集約

させ、都市活動の核として位置づけることで、集約型都市構造の

実現を目指している。土地利用の基本方針としては、自然環境の

保全を図るとともに、郊外への無秩序な市街地の拡大を抑え、既

成市街地や既存集落の再整備を中心としたコンパクトな都市づく

りを目指すとしている。 

 

ウ．周辺市町との連携 

平成 25 年 2 月 25 日に定住自立圏構想における中心市宣言を行

い、平成 25 年 7 月 18 日に中心市である伊勢市と、鳥羽市・志摩

市・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・明和町が、1 対 1 で伊

勢志摩定住自立圏形成協定を締結している。また、平成 26 年 6

月 16 日に定住自立圏全体で人口定住のために必要な生活機能を

確保し、地域の活性化と発展を図るため、伊勢志摩圏域が目指す

将来像及びその実現のために必要な具体的取組等を明らかにする

ため、伊勢志摩定住自立圏共生ビジョンを策定しており、中心市

街地の活性化は当市のみならず、周辺市町においても必要である。 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

[1] 公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

(1) 現状及び公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

伊勢市の中心市街地は、鉄道や路線バス、コミュニティバスの乗降拠点となっ

ているものの、鉄道駅乗客数やバス乗客数は減少傾向にあり、観光客及び市民の

移動手段は依然として自動車の割合が高い。また、第 62 回式年遷宮を契機として

外宮への入り込み客が増大し、いたるところで発生する渋滞や駐車場不足は慢性

的な課題となっていることから、自動車に依存しない移動環境の整備を促進する必

要がある。 

 

(2) フォローアップの考え方 

  事業の進捗状況を毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための改善措置を

講じる。 

 

[2] 具体的事業の内容 

(1)法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

(2)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

  該当なし 

 

(2)②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する

事業 

  該当なし 

 

(3)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

  該当なし 

 

(4)国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現するための位置付

け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その

他の

事項 

[事業名] 

レンタサイクル

事業 

[内容] 

レンタサイクル

の貸出 

[実施時期] 

昭和50年度～ 

観 光 協

会ほか 

 

レンタサイクルの貸出拠点を観光案内所

を中心に展開しており、環境への配慮をア

ピールするとともに、市内移動の利便性を

高め、区域内の回遊性を向上させること

で、観光客の増加を図るために必要な事業

である。 
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事業名、内容及び

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現するための位置付

け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その

他の

事項 

[事業名] 

おかげバスの運

行事業 

[内容] 

コミュニティバ

スの運行 

[実施時期] 

平成19年度～ 

伊勢市 

 
公共交通の不便な地域を中心にバスの運

行を行い、地域間の交通格差を解消させ、

中心市街地への導入を図ることで、にぎわ

いの創出するため、必要な事業である。 
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◇4から8までに掲げる事業及び措置の実施箇所
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11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

[1] 基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

(1) 商業活性化３種の神器の実施 

本市では中心市街地とその周辺において、商業活性化の３種の神器と呼ばれる「100 

円商店街」、「まちゼミ」として伊勢やまだ大学、「バル」などを開催してきた。こ

れらは、事業者等との調整や連携が不可欠であり、伊勢市や伊勢商工会議所、伊勢ま

ちづくり会社のみならず、民間事業者間で連携し、商店街という枠組みにとらわれ

ず、中心市街地の活性化に取り組んできた。 

 

[2] 都市計画等との調和 

(1) 伊勢市総合計画及び伊勢市都市マスタープランとの調和 

本内容については、「10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための

措置に関する事項」の「[1] 都市機能の集積の促進の考え方」及び「[2] 都市計画手

法の活用」に記載している。 

 

(2) 伊勢市景観計画との調和 

 良好な景観形成を図るため、平成20年3月に景観法に基づく景観行政団体となり、

その翌年には本市固有の豊かな自然風土や個性あふれる歴史文化に育まれた景観を

後世に引き継いでいくため、景観形成のための行為の制限に関する事項などを定めた

伊勢市景観計画を策定している。このことは、総合計画においても記載されており、

基本計画とも調和している。 

 

[3] その他の事項 

(1) 地方版総合戦略について 

人口減少や東京圏への人口集中という課題に対応するため、「まち・ひと・しごと

創生法」が制定され、本市でもまち・ひと・しごと創生法第10条の規定に基づき、平

成27年10月に「伊勢市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定をしている。中心市

街地活性化に向けた取組みについても地方創生に向けて取り組むべき事業として位

置付けており、人口減少の克服や持続可能な地域づくりを実現するため、それらとの

調和を図っていく。 
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12．認定基準に適合していることの説明 

基 準 項  目 説 明 

第１号基準 

基本方針に

適合するも

のであるこ

と 

意義及び目標に関する事

項 

「１.中心市街地の活性化に関する基本

的な方針」及び「３.中心市街地の活性

化の目標」において記載している。 

認定の手続 「９．４から８までに掲げる事業及び措

置の総合的かつ一体的推進に関する事

項」において記載している。 

中心市街地の位置及び区

域に関する基本的な事項 

「２．中心市街地の位置及び区域」にお

いて記載している。 

４から８までの事業及び

措置の総合的かつ一体的

推進に関する基本的な事

項 

「９．４から８までに掲げる事業及び措

置の総合的かつ一体的推進に関する事

項」において記載している。 

中心市街地における都市

機能の集積の促進を図る

ための措置に関する基本

的な事項 

「１０．中心市街地における都市機能の

集積の促進を図るための措置に関する

事項」において記載している。 

その他中心市街地の活性

化に関する重要な事項 

「１１．その他中心市街地の活性化のた

めに必要な事項」において記載してい

る。 

第 2 号基準 

基本計画の

実施が中心

市街地の活

性化の実現

に相当程度

寄与するも

のであると

認められる

こと 

中心市街地の活性化を実

現するために必要な４か

ら８までの事業等が記載

されていること 

４から８において、目標達成に必要な事

業を記載している。 

基本計画の実施が中心市

街地の活性化の実現に相

当程度寄与するものであ

ることが合理的に説明さ

れていること 

「３．中心市街地の活性化の目標」にお

いて記載している。 

第 3 号基準 

基本計画が

円滑かつ確

実に実施さ

れると見込

まれるもの

であること 

事業の主体が特定されて

いるか、又は、特定される

見込みが高いこと 

４から８において、すべての事業主体を

明確にしている。 

事業の実施スケジュール

が明確であること 

 

４から８において、すべての事業のスケ

ジュールを明確にし、計画期間内に完了

もしくは着手し、効果を発揮する見込み

である。 

 

 


